
〔名称及び所在地〕  

第１条 本ジムの名称・所在地は本文末尾に明記します。 

〔運営〕  

第２条 本ジムの運営・管理（会員資格の変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制

定・改廃等の決定手続きを含む）は有限会社ハートツウハートが行います。 

〔目的〕  

第３条 本ジムは、入会された会員が、本ジムの施設を利用して健康の維持増進を図

ると共に会員同士の親睦を深め、100 歳まで元気な身体づくり、心身ともに健康な生

活を送ることを目的とします。 

〔入会資格〕  

① 本ジムに入会する方は所定の入会手続きを行い、本ジムが別に定める各会員種

類の各要件を満たし、本ジムの趣旨に賛同し本規約を承諾したものとします。 
② 反社会的勢力、会員の円滑なフィットネスライフに支障を来す可能性がある方、そ

の他、本ジムが不適当と認める方は、会員資格がありません。また、入会後であ

ってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。 

〔会員の種類〕  

第４条 本ジムの会員種類及び各要件は別に定める通りです。 

 

 

 



〔入会手続〕  

第５条 

① 本ジムに入会する方は所定の入会手続きを行い、本ジムの承認を得た上、定め

る会費・入会諸費用をお支払いいただきます。 
② 入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申し込み手続きをと

らなければなりません。（身分証の提示をいただくことがあります。）この場合、保

護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負

担し、本規約第 17 条に定める危険負担と本ジムの免責につき同意するものと 
します。 

〔入会金〕  

第６条 会員は本ジムの定める入会金を、所定の方法で本ジムに支払わなければな

りません。 
なお、該当入会金は、入会締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入

会金は返還しません。 
また、再入会の場合も入会金を本ジムに支払わなければなりません。 

〔資格停止及び除名〕  

第７条  本ジムは会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の

一時停止または除名をすることができます。 
①本ジムの定める会費・諸費用につき、2か月以上滞納したとき。 
（除名の場合も除名以前の会費・諸費用はすべて納入していただきます。） 
② 本ジムの施設を故意に毀損したとき。 
③ 本規約、その他本ジムが定める規則に違反したとき。 
④ 本ジムの名誉、信用を毀損・汚損し、または秩序を乱したとき。 
⑤ 入会書類に虚偽を記載していたことが判明したとき。 
⑥ 会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。 
⑦ 伝染病等他人に伝染・感染する恐れのある疾病に罹患したとき。 
⑧ 本ジムの合理的な指示・指導に従わないとき 
⑨ その他本ジムが、社会通念に照らし、会員として相応しくないと認めたとき。 



〔会員資格の喪失〕  

第 8 条  会員は、退会、除名、死亡及び失踪宣言を受けたとき、その資格を失いま

す。会員が資格を喪失した場合には、第１１条に規定する会員証その他本ジムから

貸与されている物品がある場合には速やかに返却してください。 

〔会員資格の譲渡禁止〕  

第９条  会員は、その会員を他に譲渡すること（相続を含みます）はできません。 

〔会員証〕  

第１０条 本ジムは、営業時間内の入出は自由です。入室時に会員証を提示してくだ

さい。 

〔会費等の支払い〕  

第１１条 会員は、本ジムの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりませ

ん。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本ジムが定めるものとしま

す。 

〔休会〕  

第１２条  

① 会員は、各月の１0日（１０日が休館日の場合９日）までに本ジムに所定の休会

届を提出することにより、翌月から休会することができます。本ジム手続き上、１０日

を過ぎた場合は翌々月扱いになります。 
② 一回の届出による休会期間は１か月から６か月までとし、休会費は本ジムの定

める金額とします。休会期間を過ぎた場合、再度入会金が必要になります。 

 



〔退会〕  

第１３条 会員は、各月の１０日（１０日が休館日の場合９日）までに本ジムに所定の

退会手続きを行うことで、その月末限りで退会することができます。電話等口頭等で

の退会は受け付けられません。１０日を過ぎた場合は、本ジムの事務手続き上、翌月

末日扱いになります。 

〔再入会〕  

第１４条 退会後、再入会する場合は、入会金を頂戴いたします。 
また、再入会はキャンペーン対象外とさせていただきます。 

〔休業〕  

第１５条 本ジムは、原則として毎週木曜日、日曜日を定休日、８月中旬は夏季休

業、１2/30～１/5 を冬季休業とします。またその定休日及び季節休業の他、諸施設

の補修、会場整備、その他本ジムの都合により休業することがあります。なお、休業

に関してのお知らせは原則として２週間前までに館内掲示します。ただし、施設安全

管理の面から感染症蔓延や緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合

には、あらかじめ掲示することなく一部または、全部の施設を休業することができるも

のとします。 

〔施設の廃止、臨時休業、利用制限等〕  

第１６条 本ジムは、次の事由により本ジムの一部または、全部を閉鎖または臨時休

業することができます。 
① 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本ジムの業務遂行

に支障があるとき。 
② 施設の改造または補修工事実施のとき。 
③ 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、感染症蔓延等の面から経済状況の著し

い変化があったとき。 
④ 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。 
⑤ その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められたとき。 



〔会員の利用及び事故〕  

第１７条 ① 会員は自己の責任と危険負担において、ほかの会員と協調して本ジ

ムの利用するものとします。 
② 本ジムは、会員が本ジム施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故につい

て、本ジムの責めに帰すべき事由が無い限り、責任は負いません。会員同士の本ジ

ム内外でのトラブルについても同様とします。 
③ 会員は、本ジムにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならない

ものとします。また、本ジムの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者

に対する指導行為を行ってはならないものとします。 

〔変更事項〕  

第１８条 会員は、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は

速やかに所定の書面で届けるものとします。 

〔諸費用の改定〕  

第１９条 本ジムは、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済

状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本ジムは改定日の１

か月以上前までに施設内への掲示板及び当社ホームページにて会員に告知するも

のとします。 

〔細則〕  

第２０条 本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本ジムが定める

ものとします。 

 

 

 



〔改定〕  

第２１条 本規約の改定及び変更は本ジムにより為されるものとし、その効力は当該

改定及び変更時に在籍するすべての会員に及ぶものとします。なお、本ジムが本規

約の改定及び変更を行うときは、改定日の１か月以上前までにその内容を施設内へ

の掲示及び当ジムホームページにて会員に告知するものとします。 

〔附則〕  

第２２条 本規約は２０２3 年 4月 1日より施行します。 

〔名称及び所在地〕  

名称：トータルフィットネス繋 
所在地：香川県高松市太田上町 1004-4  

 


